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3
国土交通省ホームページ マンションに関する統計・データ等より
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Q. マンションの適正な
管理ってどうするの？

A. はい。
わかりやすく
説明するよ！

Ⅰ. 適正なマンション管理のために
  （マンション管理適正化指針）について…

※ 別冊資料「マンション管理適正化指針」参照
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マンションには複数の住戸があり、一つの建物に複数の所有者がいることにな
ります。一つのものに複数の所有者がいると、民法の一般原則では共有という形
態になります。

マンションの場合は、民法の共有という考え方だけではいろいろ不都合

が生じます。このため、建物全体は共有ではあるが、ある区画については
単独所有と同じような権利を認めるという区分所有という考え方を導入し
ました。民法の特別法としての「建物の区分所有等に関する法律」（以下
「区分所有法」といいます。）です。

最初に・・・

マンションの共有と区分所有についての概要を説明します

マンションはこの法律が適用される区分所有建物となります。 6



マンションの区画 ( 住戸 ) を所有している・・・といっても

建物構造躯体や建物全体の設備等は全員の共有なので、構造躯体
内部の利用空間のみを所有していることになります。

この利用空間 ( 住戸 )は普通の不動産と同様に権利設定がされ、
売買も可能です。

区分所有建物であるマンションでは・・・

この権利を「区分所有権」といい、この空間を購入し区分所
有権を持っている人を「区分所有者」 といいます。

7



共有物の管理は …
（1）共同で所有する。
（2）共同で使用する。
（3）共同で管理する。

という３つの共同作業が必要といわれています。

住戸という専有部分のある区分所有建物の
マンションでは、それに加えて・・・

(4)共同で生活する。
という共同作業が必要となります。

快適な共同生活を送るには、生活することへの心得が必要となります。
では、マンションの中に区分所有権を持って、共同生活を送るための心得
はどういうものでしょうか？ 8

マンションは、 共用部分が区分所有者の共有物になっています



１．マンション管理適正化指針とは・・・

   マンションの管理の適正化の推進に関する法律 （令和7年11月28日施行）

（基本方針）
  第三条 国土交通大臣は、マンションの管理の適正化の推進を図るための

基本的な方針を定めなければならない。
２ 三 管理組合によるマンションの管理の適正化に関する基本的な指針
（以下『マンション管理適正化指針』という）に関する事項

「国土交通省告示（第1286号 令和3年9月28日）」において、マンション
の適正な管理のための、基本的な行為、考え方を示しています。 9

管理組合によるマンションの適正な管理の考え方
         （共同生活を送るための心得）



２．マンション管理適正化指針を遵守すべきという規定はあるのか？

マンションの管理の適正化の推進に関する法律 （令和7年11月28日施行）

（管理組合等の努力）
第五条 管理組合は、マンション管理適正化指針（管理組合･･･）の定める
ところに留意して、マンションを適正に管理するよう自ら務めるとともに、
国及び地方公共団体が講ずるマンションの管理の適正化の推進に関する施策
に協力するよう努めなければならない。

２ マンションの区分所有者等は、マンションの管理に関し、管理組合の一員
としての役割を適切に果たすよう努めなければならない。
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【大項目】

１ 管理組合によるマンションの管理の適正化の基本的方向

[小項目] が（１）～（4）（後述）

２ マンションの管理の適正化のために管理組合が留意すべき事項

 [小項目]が（１）～（８）（後述）

３ マンションの管理の適正化のためにマンションの区分所有者等が留意すべき事項

４ マンションの管理の適正化のための管理委託に関する事項

３．マンション管理適正化指針の内容について

（次頁から下記各項目について内容を説明します）
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マンションは、重要な居住形態であり、社会的資産として、資産価値をできる限り保全し、
快適な居住環境が確保できるよう、マンションの管理を行うことを基本とする 

   （１） マンション管理の主体は管理組合、区分所有者の意見が十分反映されるよう、
適正な運営を行うこと。経理は健全な会計を確保するよう配慮が必要である。

（２） 管理組合を構成する区分所有者等は管理組合の一員として、管理組合の運営に積極的
に参加する等、役割を適切に果たすよう努める。

（３） マンション管理には専門的な知識を要する事項が多いため、管理組合は、問題に応じ、
専門的知識を有する者の支援を得ながら、主体性をもって適切な対応をする。

（４） 外部の専門家が、管理組合の管理者等又は役員に就任する場合には、区分所有者等が
当該管理者等又は役員選任や業務の監視等を適正に行うとともに、監視・監督の強化の
ための措置を講じることにより、適正な業務運営を担保することが重要である。 12

１．管理組合によるマンションの管理の適正化の基本的方向

マンション管理適正化指針について
各項目ごとについて内容を説明します

マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針（令和3年9月28日 国土交通省告示第1286号）より



（１） 管理組合の運営
管理組合の自立的な運営は、全員が参加し意見を反映することにより成り立つため、管理
組合の運営は、情報の開示、運営の透明化等を通じ、開かれた民主的なものとする。
集会は、最高意思決定機関である。管理者等は事前に必要な資料を整備し、集会において
適切な判断が行われるよう配慮する必要があり、マンション管理の目的が達成できるように、
法令等を遵守し、マンションの区分所有者等のために誠実にその職務を執行する。

（２） 管理規約
管理規約は最高自治規範である。区分所有法、「マンション標準管理規約」を参考として、
マンションの実態、区分所有者等の意向を踏まえ、適切なものを作成し、必要に応じてその
改正を行うことと、十分な周知が重要。区分所有者等間のトラブルを未然に防止するため
に、使用細則等、具体的な住まい方のルールを定めておくこと。
管理規約又は使用細則等に違反する行為があった場合、管理者等は、是正のため、必要
な勧告、指示等を行うとともに、法令等に則り、是正、排除の法的措置をとること。

（３） 共用部分の範囲及び管理費用の明確化
共用部分の範囲、管理費用を明確にし、トラブルの未然防止を図ること。適正な
利用と公平な負担が確保されるよう区分所有者等の負担を明確に定めておくこと。 13

２． マンションの管理の適正化のために管理組合が留意すべき事項 （１）～（８）



（4） 管理組合の経理
経済的基盤の確立のため、管理費、修繕積立金等必要な費用を徴収するとともに、
管理規約に基づき、費目を帳簿上も明確に区分して経理を行い、適正に管理する。
管理者等は、必要な帳票類を作成・保管し、区分所有者等の請求があった時は、速やかに

        開示することにより、 経理の透明性を確保する。

（５） 長期修繕計画の作成及び見直し等
快適な居住環境を確保し、資産価値の維持向上を図るため、適時適切な維持修繕を行う。
経年劣化に対応するため、長期修繕計画を作成し、必要な修繕積立金を積み立てておく。
長期修繕計画の作成、見直しにあたって、「長期修繕計画作成ガイドライン」を参考に
専門的知識を有するものの意見を求め、建物診断等を行って、計画を適切なものとする。
修繕内容、資金計画を適正かつ明確に定め、区分所有者等に十分周知させること。
設計に関する図書等を保管し、区分所有者の求めに応じ適時閲覧できるようにする。
建設後相当の期間が経過したマンションでは、長期修繕計画の検討を行う際には、必要
に応じ、建替え等についても視野に入れて検討することが望ましい。
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（６） 発注等の適正化
管理業務の委託や工事の発注等は、事業者の選定に係る意思決定の透明性確保や
利益相反等に注意して適正に行う。外部の専門家が管理組合の管理者等又は役員に
就任する場合は、区分所有者等から信頼されるような発注等に係るルール整備が必要。

（７） 良好な居住環境の維持及び向上
マンションの資産価値や良好な居住環境を維持する観点から、管理組合として、防災・
減災や防犯に取り組むとともに、日常的なトラブルの防止などの観点からも良好な
コミュニティの形成に積極的に取り組むことは重要。
自治会及び町内会等は、管理組合と異なり、各自の判断で加入するものであるので、
管理費の使途は、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用する。

（８） その他配慮すべき事項
組合員名簿や居住者名簿の管理方法等、個人情報の取り扱いにあたっては、
個人情報保護法の個人情報取扱事業者としての義務を負うことに十分留意する。

15



マンションの管理の主体は管理組合自身であることを認識し、管理事務を委託する場合は、
委託内容を十分に検討し、管理委託契約を締結すること。
管理委託契約先を選定する場合は、マンション管理業者の行う説明会を活用し、適正な選定

      がなされるよう努める。
マンション管理業者の業務に関して問題が生じた場合には、当該マンション管理業者に解決を

      求めるとともに、マンション管理業者の所属する団体にその解決を求める。
16

マンションを購入しようとする者は、マンションの管理の重要性を十分認識し、管理規約、
使用細則等管理に関する事項に留意すること。管理組合及びマンションの区分所有者等は、
購入しようとする者に対し、情報の提供に配慮する。
区分所有者等は、相隣関係等に配慮を要する住まい方であることを認識し、 集会その他の
管理組合の管理運営に参加するとともに、管理規約、集会の決議等を遵守する。
賃借人等の占有者は、建物等の使用方法につき、区分所有者等が管理規約又は集会の
決議に基づいて負う義務と同一の義務を負うことに十分留意する。

３ ．マンションの管理の適正化のためにマンションの区分所有者等が留意すべき事項

４ ．マンションの管理の適正化のための管理委託に関する事項



Ⅱ. 暮らしの基本ルール（管理規約とは）

１．管理規約の基本
２．管理規約の改正時期

A. はい。
とても大切です！

Q. 規約ってそんなに
大事なの？・・・

17
※資料は、区分所有法（令和３年５月１９日改正）、マンション標準管理規約

（令和６年６月７日改正）をもとに作成しています。



●区分所有法
（区分所有者の団体）
第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体

     を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置く
     ことができる。 (以下省略)
    （規約の保管及び閲覧）

第三十三条 規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建
     物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管し
     なければならない。
   ２ 前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由
     がある場合を除いて、規約の閲覧（規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁
     的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の
     保管場所における閲覧）を拒んではならない。
   ３ 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。

１．管理規約の基本 ㋑～㊁

管理を行っていく原則は多数による決議により、実行していくことを決めること。
しかし、同じことを何度も決議するのであれば、前もって決められる事項については
文書として決めておこうというのが管理規約。

18



◆標準管理規約（単棟型）
（目的）
第１条 この規約は、○○マンションの管理又は使用に関する事項等について定める 

    ことにより、区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保することを目
    的とする

（専有部分の用途）
第１２条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用

    途に供してはならない。

規約に定められる事項は、管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項。

●区分所有法
（規約事項）
第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者

    相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。

㋑ 管理規約で定められる事項

19



㋺ 管理規約の衡平性

規約を改正する場合は、専有部分や共用部分等の形状や使用目的、区分所有者が
支払った対価等の事情を総合的に考慮して、組合員相互間の利害の衡平性が図ら
れるよう定めなければならない。

  現状、目に見える不衡平性だけでなく、その事実が始まった時点から今までの経緯、
形状、目的、費用等を総合的に考慮しなければならない。

 ●区分所有法
  （規約事項）

第三十条
   ３ 前二項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは
     附属施設（建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。）につき、これらの形状、
     面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払った対価その他の
     事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなけれ
     ばならない。
                                                                 （以下省略）

20



  参考：裁判例（東京地裁平成2年7月24日 ）

管理費等の負担につき、専有部分の床面積の割合とは無関係に法人所有の場合と個人所有の場合
とで1.6倍の差を設けた規約について、民法第90条（公序良俗）を理由に無効とした裁判例。

平成元年５月２８日の定時総会によりその差異が縮小し始めたことを考慮してもなお、
現在程度の差異があり、かつ、被告が法人組合員であるが、当該建物を居住用に利用し
ているにすぎない者であり、この差異を承認しておらず、原告内部及び原告と被告間で、
より合理的な管理費等の定め方等につき、十分な協議、検討が尽くされていない本件で
は、本件組合規約及び金額の決議は、管理費等の徴収について、法人組合員につき差別
的取扱いを定めた限度で、区分所有法の趣旨及び民法90条の規定に違反し、無効という
べきである。原告は、従前の経緯や、他の法人組合員の態度や法人組合員に大口の管理
費等を納入してもらわねば、管理組合を維持できないなどとも主張するが、これらは結
論を左右しない。（判決文抜粋）

「マンション管理サポートネット 判例集」参照

上記は地裁の判例であり、具体の事案については、
その背景や経緯等により、個別に判断されます。
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規約改正は、区分所有者総数及び議決権総数の各３/４以上の特別決議となる。
この区分所有者総数及び議決権総数の各３/４以上というのは、区分所有法による強行規定
で絶対に守らなければならない。
改正が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければ

    ならない。

㋩ 管理規約の改正

●区分所有法

（規約の設定、変更及び廃止）
  第三十一条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の
    多数による集会の決議によってする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止
    が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきとき※は、その承諾を得なけれ

ばならない。                                            （以下省略）

※「特別の影響を及ぼすべきとき」とは、規約の設定、変更等の必要性及び合理性とこれによって
一部の区分所有者が受ける不利益とを比較衡量し、当該区分所有関係の実態に照らして、そ

の不利益が区分所有者の受忍すべき限度を超えると認められる場合をいうものと解される。」
22（ 平成10年10月30日最高裁の判決文抜粋） 「マンション管理サポートネット 判例集」参照



マンションの管理組合を運営するに当たって必要となる業務及びその費用は、本来、その構
成員である組合員全員が平等にこれを負担すべきものであって、上記のような状況の下で、上
告人が、その業務を分担することが一般的に困難な不在組合員に対し、本件規約変更により一
定の金銭的負担を求め、本件マンションにおいて生じている不在組合員と居住組合員との間の
上記の不公平を是正しようとしたことには、その必要性と合理性が認められないものではない
というべきである。
本件規約変更の必要性及び合理性と不在組合員が受ける不利益の程度を比較衡量し、加えて、

上記不利益を受ける多数の不在組合員のうち、現在、住民活動協力金の趣旨に反対してその支
払を拒んでいるのは、不在組合員が所有する専有部分約180戸のうち12戸を所有する5名の不在
組合員にすぎないことも考慮すれば、本件規約変更は、住民活動協力金の額も含め、不在組合
員において受忍すべき限度を超えるとまではいうことができず、本件規約変更は、法66条、31
条1項後段にいう「一部の団地建物所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきとき」に該当しない
というべきである。（判決文抜粋）

本件は、非居住の区分所有者に対し、住民活動協力金を負担させる旨の管理規約変更が一部
の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすものといえるかが争われました。

「マンション管理サポートネット 判例集」参照参考：裁判例（最高裁平成22年1月26日）

具体の事案については、その背景や経緯等により個別に判断されます。
23



規約に定めた事項は、中古で購入した区分所有者も守らなければならない。
    賃借人は住まい方のルールとして管理規約を守らなければならない。

㋥ 管理規約の効力

●区分所有法
   （規約及び集会の決議の効力）
   第四十六条 規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力
     を生ずる。
   ２ 占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が
   規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。

◆標準管理規約（単棟型） （専有部分の貸与）

第１９条 区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、この規約
         及び使用細則に定める事項をその第三者に遵守させなければならない。

２ 前項の場合において、区分所有者は、その貸与に係る契約にこの規約及び使用
                      細則に定める事項を遵守する旨の条項を定めるとともに、契約の相手方にこの規
                      約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の誓約書を管理組合に提出させなけれ
                      ばならない。 24



令和７年5月30日に「マンションの管理・再生の円滑化等のための改正法」が公布された。
これを踏まえて、令和７年１０月１７日にマンション標準管理規約が改正された。
改正されたということは何らかの理由がある。

＊自分のマンションでも、規約を改正すべきかどうか考えてみよう！！
標準管理規約を見る時には、条文だけでなく、コメントにも注意が必要。

マンションの管理規約の改正を考えるのはどのような時でしょうか？

２．管理規約の改正時期 ㋑～㊁

・管理規約の内容が周辺状況に合わなくなった。
・居住者の高齢化等により規約を実行するのが難しくなった。

  ＊規約を守れない状態で、管理組合運営を続けることはトラブルの原因に繋がる！！

㋺ 管理規約の内容が守れなくなったら考える

㋑ 法律・標準管理規約が改正されたら考える

25



高経年マンションが増え、設備関連の事故や修繕工事が増えた。
費用の負担を、区分所有者とするのか？ 管理組合とするのか？

＊ 管理規約を確認し、明確化する。

㋩ 管理規約の内容が、組合内で解釈が異なる意見が出た時に考える

日本の社会で起きることは、全てマンションの中でも起こり得る。
問題が起きた時に解決する方法として、区分所有法という法律の規制がかかってくる。

    一人では解決できない。みんなで協力した団体という形で解決しなければならない。

   ＊ 前もって規定しておいた方が、問題を未然に防ぐことができる。

㋥ マンションの将来における適正な管理のために考える

26



管理規約改定の進め方（概要例）①～⑥

➀理事会において、管理規約改定の発意とともに、改定案作成の方法、総会
    提案時期及び改定管理規約の発効日等を決議する。

【改定案作成の方法】 (参考)ア～ウ
ア 管理規約改定専門委員会で改定案素案を作成し理事会に答申してもらう。
※専門委員会を設置する際に運営細則を制定したり、専門委員に報酬を支給する場合には、
予算措置を含めて総会決議が必要です。

※専門委員会には進捗報告を行うことや答申期限等を明確にして諮問する。

イ マンション管理士等外部専門家に委託する。
※契約先、業務内容、期間、委託費等の委託条件を開示して当該条件で契約締結すること
や予算措置について総会決議が必要です。

◆管理規約改定の進め方について

次頁へ

事例 ①

27

築30年のマンションだが今まで管理規約を見直したことがない。
マンションの現状と合っていない規定があり、また必要と思われる規定が定められていません。
今回、管理規約を全面改定したいと思いますが、どのように進めればよいでしょうか。



次頁へ 28

ウ 管理会社に委託する。
※標準管理委託契約書の委託業務のなかには規約改定案の作成業務は含まれていません。
※前ページ イと同様、契約締結することや予算措置について総会決議が必要です。

●外部専門家や管理会社に委託する場合には、改定案素案の修正、新旧対照表の作成、作成期
限、委託費用等について協議し、契約内容の合意を確認した上で総会に提案し承認を得ます。

②理事会は決議した内容を総会議案書にまとめ、総会の承認を得ます。又、予算
措置について提案し承認を得ます。

③管理規約改定案の素案を作成する。

●②で承認を得た方法により改定案素案を作成する。
●外部専門家や管理会社に委託する場合であっても進捗状況を報告してもらう等意思疎通を

図ることが大切です。
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④改定案素案の内容を組合員に開示し説明する。(合意形成構築)

ア 改定案素案の内容を説明し組合員の意見、提案等を聴き取る。

※新旧対照表を用いて改定の趣旨や改定の内容、改定規約の発効日等を説明する。
※理事長の指名により専門委員や外部専門家等が説明する。

イ 組合員の意見や提案等を反映する等して改定案素案をブラッシュアップする。

⑤理事会で総会に提案する改定案を決議し、発効日とともに総会に提案し
  承認を得る。

※新旧対照表を議案書に添付する等、改定案の内容の明確化に努めることが重要です。
※管理規約改定は特別決議事項です。

⑥総会で承認された管理規約を組合員に周知する。



規約原本とは別に規約原本の内容に全ての改定内容を反映した管理規約
（「現在有効な管理規約」）を作成する方法が考えられます。

先日の総会で管理規約の改定が決議されました。今回は３回目の改定になります。
   今までは規約原本に改定内容を併せて綴じて保管していましたが、最新の規定内容が分かりにく
   い等、不便な保管方法を採用しています。
今回の改定を機に、今までの改定内容を全て反映した最新の管理規約を作成したいと考えていま

  すが可能でしょうか? 

◆現在有効な管理規約の作成について 事例 ②

30



（規約原本等）
第７２条 この規約を証するため、区分所有者全員が署名した規約を１通作成し、
これを規約原本とする。

２ 規約原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による請求が
あったときは、規約原本の閲覧をさせなければならない。

３ 規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、理事長は、
１通の書面に、現に有効な規約の内容と、その内容が規約原本及び規約変更を決議
した総会の議事録の内容と相違ないことを記載し、署名した上で、この書面を保管
する。

４ 区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、理事長は、規約原本、
規約変更を決議した総会の議事録及び現に有効な規約の内容を記載した書面（以下「規
約原本等」という。）並びに現に有効な第１８条に基づく使用細則及び第７０条に基づ
く細則その他の細則の内容を記載した書面（以下「細則内容書面」という。）の閲覧を
させなければならない。

令和6年６月改正 標準管理規約第72条抜粋参考 規約原本について

31



※令和６年６月改正 標準管理規約第72条関係コメント抜粋 （②新設）

① 区分所有者全員が署名した規約がない場合には、分譲時の規約案及び分譲時の区分
所有者全員の規約案に対する同意を証する書面又は初めて規約を設定した際の総会
の議事録が規約原本の機能を果たすこととなる。

② 第３項で定める書面については、次のような作成方法が考えられる。
  ア）規約原本とは別に、変更内容を反映した冊子を作成し、理事長が署名する方法
  イ）規約原本に、変更内容及び理事長の署名を記載した書面を添付する方法

 なお、現在有効な規約内容の一覧性の確保や閲覧をする際の利便性を考慮して、
ア）の方法により作成することが望ましい。

③ 第４項では、第１８条に基づく使用細則及び第７０条に基づく細則その他の細則
        についても、規約原本等と同じ手続で閲覧等を認めることを明確に定めた。

規約原本とは別に、規約原本の内容に全ての改定内容を反映した管理規約
（「現在有効な管理規約」）を作成する方法とは・・・

32



「現在有効な管理規約」の作成･･･前ページコメント ②ア)の方法

【例】規約原本とは別に、規約原本の内容に一回目・二回目・三回目改定の内容
を反映した「現在有効な管理規約」を作成し、理事長の署名書面を添付する。
「理事長署名書面」は現在有効な管理規約であることを証する書面のことです

❶ ❷

❶規約原本と改定内容や総会議事録等を一緒に綴じこみ一冊に纏めて保管する。

❷規約原本とは別に理事長署名の書面を添付した「現在有効な管理規約」を保管する。

◇一回目改定の内容から順
次改定内容を反映し最新の
条項・条文に改めた現在有
効な管理規約を作成する。

◇改定の内容は総会議事録
や総会議案書等により慎重
に確認する。

33



A.管理組合会計の
留意点を説明します。

Q. 管理費等の適正な
管理はどうするの？

Ⅲ. 管理費等の保管・運営

１．管理費等
２．管理費等の保管・運営

34



・ 徴収額設定 ：管理組合が１年間に必要な全金額の実績値を参考に推定集計
全区分所有者の共有持分割合で按分、１ヶ月分の徴収額を算出

・ 支払い債務（債務負担） ⇒ 各区分所有者が負担割合に応じて負担
利益 ⇒ 全区分所有者で分ける

１．管理費等

●区分所有法  
（共用部分の負担及び利益収取)
第１９条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持ち分に応じて、
共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する

・ 建物の共用部分、敷地及び付属施設の管理を行うための諸費用に充てる費用
管理委託費、共用部分の光熱水費、保守や小修理費、日常管理等に要する経費

35

① 管理費



② 修繕積立金

・ マンションは、安全・安心で、快適な居住環境を確保し、資産価値を維持するため、
適時・適切な修繕工事が必要。（建物及び設備の性能向上を図る改修も望まれる）
ただし、修繕工事等の実施時には、多額の費用を要する。

 

・ 将来予想される修繕工事に要する費用を計画的に積み立てておくことで、必要な時期に
必要な工事を円滑に実施することができる。

・ 専有部分について各区分所有者が行う修繕の費用は原則として含まれない。

・ 修繕積立金徴収額 ：今後３０年以上に亘る共用部分の計画的な修繕、機能向上の
改善を見込んだ長期修繕計画に基づき算出

・ 支払い義務が発生していないため、納入義務を管理規約に規定して徴収する。

36

◆標準管理規約（単棟型）（管理費等）
第２５条 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、
次の費用（以下「管理費等」という。）を管理組合に納入しなければならない。
一 管理費
二 修繕積立金
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③ 駐車場使用料

・区分所有法第１９条（前述）の条文から、管理に要する経費全額を先ずは全員で
管理費として負担し、駐車場収入という利益は全員で利用するために、全額を
修繕積立金会計に算入する。

・大規模修繕工事の時に、全組合員で積み立ててきた修繕積立金の額、及び
受益者負担で預かった駐車場使用料の額を示して、大規模修繕工事を計画
すれば、負担も利益も不公平感が無くなる。

◆標準管理規約（単棟型）
（使用料）
第２９条 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料（以下「使用料」
という。）は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み
立てる。
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・ 管理組合会計は、公平な負担、使途の明確化、不適正な会計処理などの事故の
回避、運用に係るリスクの管理、未納金の対応など、健全かつ透明性のある運営
を確保することが望まれる

・ 会計処理を管理費会計と修繕積立金会計とに分けて区分経理して処理する

・ 管理費に余剰金が生じた場合、その余剰金の一部を修繕積立金に繰り入れる
場合は、総会決議を経て管理規約の改正が必要

・ 予算準拠主義であり、総会で承認された収支予算に基づいて管理業務を実施する
予算計上をしていない項目の支出をする場合は、臨時総会で承認が必要

◆標準管理規約（単棟型）
第２８条 （修繕積立金）
５ 修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない

２．管理費等の保管・運営

① 管理組合会計の留意事項



・ マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月における会計の収入
及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに管理者等に交付しなければならない

・ 会計担当理事は、管理会社から交付される月次報告からは、管理費等の毎月の収納と支出
状況をチェックする

・ 収納状況をチェックし管理費等が予定通り徴収されているかを確認し、未納は早期に把握し、
早期に対策を講じることが大切

・ 理事長は、管理組合の財産を守るということ、職務として督促業務を行うことが大切

・ 監事による監査が継続的に履行されていれば、会計の不適正処理の抑制効果が期待でき、
適正な管理が行われる

・ 管理会社に管理費等の収納業務を委託していない管理組合は、会計担当理事又は理事長
等が、管理費等徴収期限後に銀行通帳を毎月チェックし、収納状況を把握する

◆標準管理規約（単棟型）

第４０条 （理事）
３ 会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用、支出当の会計業務を行う 39

② 月次報告の活用



理事長は、帳票類を保管し、次期予算を作成する時の参考にするほか、組合員から
閲覧請求があったときは見せなければなりません。

◆標準管理規約（単棟型）

（帳票類等の作成、保管）
第６４条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳その他の帳票類を作成して保管 し、
組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを
閲覧させなければならない。（以下、省略） 40

管理組合内での横領を防止するためには、１人の役員等が通帳と印鑑を同時に管理
することは避けるべきです

◇ 標準管理指針

標準的な対応 管理組合の通帳と印鑑は、それぞれ異なる者が保管している
理事長と会計担当理事がそれぞれ印鑑と通帳を別々に保管するようにして下さい

③ 通帳と印鑑の管理

④ 帳票類の保管
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・ 修繕積立金会計は、大規模修繕工事に備えて、多額の積立金が保管されている
これをどのように運用するかは、総会決議が必要です
・ 修繕積立金の目的から考えると、元本が減る可能性のあるようなリスクの高い運用は
勧められません

◆標準管理規約（単棟型）
（議決事項）
第４８条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない

七 修繕積立金の保管及び運用方法

＜参考＞
住宅金融支援機構
管理組合の資金の運用のため利付１０年債「マンションすまい・る債」利用

⑤ 運用について



Ⅳ．最近のマンション施策の改正概要

A. 最近の社会情勢の
      変化に対応した内容と
      なっています。

Q. マンション施策は
どのように
変わったの？

１．マンションの管理・再生の円滑化等のための法律改正
２．マンション標準管理規約の改正

☆国土交通省ホームページより抜粋

42

※ 別冊資料「令和７年改正マンション標準管理規約を踏まえた
管理規約の改正を行う場合の手続の留意点について」参照



マンションの管理及び再生の円滑化等のための改正法案「老朽化
マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分
所有等に関する法律等の一部を改正する法律案」が、５月２３日
参議院本会議において賛成多数で可決・成立し、５月３０日公布
されました。（令和７年法律第４７号）
※ 施行は一部を除いて令和８年４月１日からです。

43

１．マンションの管理・再生の円滑化等のための法律改正

１．マンションの管理の円滑化等 ２．マンションの再生の円滑化等

３．地方公共団体の取組の充実
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資料２「マンション関係法改正の概要」（令和７年９月）国土交通省より抜粋
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２．マンション標準管理規約の改正

１．改正の背景

区分所有法ではマンションの管理に関する基本的な事項が定められている
ところ、より具体的なルールについては、マンションごとに「管理規約」を
定めることが必要です

今般の区分所有法の改正等に合わせて、管理規約の策定・見直しに当たって
参考となる「マンション標準管理規約」についても改正されました

「マンション標準管理規約」を改正されました
（令和7年10月17日 国土交通省Press Release)より

～皆様のマンションの管理規約も見直しが必要です～



① 出席者の多数決による特別決議

〇「特別決議」についても、総会の出席者による多数決を可能とする

② 総会定足数の見直し

〇 基本の総会定足数を議決権総数の「半数以上」から「過半数」に見直し

〇 「特別決議」を行う場合の総会の定足数（区分所有者数及び議決権の各過半数」）を規定

③ 共用部分の変更に係る決議等の多数決要件の緩和

〇バリアフリー化による共用部分の変更等に係る決議の多数決要件を3/4から2/3に緩和

④ マンション再生（建替え・更新・売却・除却等）決議の多数決要件の見直し

〇 新たなマンション再生手法である更新・売却・除却を行う場合の多数決要件を規定

〇 客観的な事由が認められる場合のマンション再生に係る決議の多数決要件を4/5から3/4に緩和

50

◎ 総会決議における多数決要件の見直し（標準管理規約第４７条）

２．令和７年マンション標準管理規約改正の概要

●●● 令和７年マンション関係法（区分所有法）改正 ●●●
◎ 標準管理規約に準拠した管理規約の変更をしない場合、区分所有法に抵触するなど、規約の変更が必須であるもの
〇 標準管理規約に準拠した管理規約の変更をしなくても区分所有法に抵触はしないものの、適合させることが望ましいもの
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◎ 総会招集時の通知事項等の見直し（標準管理規約第４３条）

〇 総会招集時の通知事項として、全ての議案について「議案の要領」を示すよう規定を見直し

〇 共用部分の変更に係る決議及びマンション再生決議について、多数決要件が緩和される場合
には通知事項とする

〇 緊急に総会を招集する際の通知の発送について、最短期間を「5日間」から「1週間」に変更

〇 所在等不明区分所有者の総会決議等からの除外手続き（標準管理規約第67条の3）

〇 所在等不明区分所有者を総会決議等から除外する制度を管理組合として活用する際の
手続き規定を創設

●●● 令和７年マンション関係法（区分所有法）改正 ●●●

新設

２．令和７年マンション標準管理規約改正の概要
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〇 国内管理人制度の活用に係る手続き（標準管理規約第３１条の３ 同コメント）

〇 共用部分の管理に伴って必要となる専有部分の保存行為等（標準管理規約第21条、同ｺﾒﾝﾄ）

〇「国内管理人」制度を区分所有者が活用する際の手続き規定等を創設
※国内管理人の選任を義務付ける場合の規定例についてもコメントに記載しています

〇 専有部分の保存行為実施の請求（標準管理規約第２３条）

〇現行規定において、共用部分の管理を行うために必要な範囲内の「立入り」のみ明記されて
いるところ、「保存行為」の実施請求についても明確化

〇現行規定が改正区分所有法の規定において必要とされる「規約の定め」に当たることを明示

●●● 令和７年マンション関係法（区分所有法）改正 ●●●

新設 新設

２．令和７年マンション標準管理規約改正の概要
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〇 修繕積立金の使途（標準管理規約第２８条）

〇 マンションに特化した財産管理制度の活用に係る手続き（標準管理規約第67条の4、第67条の5）

① 新たなマンション再生手法の創設への対応
〇 新たなマンション再生手法（更新・売却・除却）の調査・設計段階の支出について、

    修繕積立金を充当できる旨を規定

② 修繕積立金の使途の明確化
   〇 修繕積立金の管理・運用に修繕積立金を充当できる旨を明確化
   〇 建物及び設備の性能・機能を新築時の水準から向上させる「改良」工事 についても
    修繕積立金を充当できる旨を明確化

〇「所在等不明専有部分管理制度」、「管理不全専有部分管理制度」を管理組合として
活用する際の手続き規定等を創設

●●● 令和７年マンション関係法（区分所有法）改正 ●●●

新設 新設

２．令和７年マンション標準管理規約改正の概要
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◎ 共用部分等に係る損害賠償請求権等の代理行使（標準管理規約第２４条の２）

〇 区分所有者の責務（標準管理規約第２０条）

〇理事長が、区分所有者及び区分所有者であった者の損害賠償請求権等の代理行使を
        できる旨を明示する規定を創設
〇損害賠償請求権等の行使を理事長による一元的な行使のみに限定
〇区分所有権を譲渡した際に、区分所有法第２６条第２項の別段の意思表示を行わない

        こととする規定を創設
〇損害賠償金等の使途を制限する規定を創設

〇区分所有法においても「区分所有者の責務」が規定されたことに合わせ、標準管理規約に
おける規定を見直し

●●● 令和７年マンション関係法（区分所有法）改正 ●●●

新設

２．令和７年マンション標準管理規約改正の概要
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管理組合役員に関する規定の見直し（標準管理規約第35条ｺﾒﾝﾄ、第53条ｺﾒﾝﾄ、第36条の2

管理組合役員等の本人確認（標準管理規約第３５条コメント、第５５条コメント）

①理事の職務代行者
〇理事が出席できない場合に理事本人に代わって理事会に出席させることができる
「職務代行者」を定める場合の考え方及び規定例をコメントに追加

②役員の欠格条項の見直し
〇会社法、一般社団法人法等を参考に規定を見直し

〇管理組合財産を狙った、区分所有者ではない者による管理組合役員・専門委員への
             なりすまし事案の発生を踏まえ、管理組合役員、専門委員就任時の本人確認について

コメントを追加

●●● 社会情勢等を踏まえた見直し ●●●

２．令和７年マンション標準管理規約改正の概要
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管理組合が取り組むべき防災関係業務の内容（標準管理規約第32条ｺﾒﾝﾄ、第32条の2、同ｺﾒﾝﾄ）

喫煙に関するルールの考え方（標準管理規約第18条コメント）

●●● 社会情勢等を踏まえた見直し ●●●

①防災関係業務の明確化
〇管理組合において取り組むべき防災関係業務の内容をコメントに追加

②防火管理者に関する規定の整備
〇消防法上設置が求められている防火管理者に関する規定例を追加

〇喫煙に関するルールを定める際の考え方をコメントに追加

※ その他所要の改正を行っています。
※ 団地型、複合用途型についても同様の改正を行っています

新設 新設

２．令和７年マンション標準管理規約改正の概要



マンションの管理・再生の円滑化等のための改正法令和７年10月国土交通省住宅局 法務省民事局より 57



58マンションの管理・再生の円滑化等のための改正法令和７年10月国土交通省住宅局 法務省民事局より



59マンションの管理・再生の円滑化等のための改正法令和７年10月国土交通省住宅局 法務省民事局より



参考資料
国土交通省ＨＰ 参照

「国土交通省 住宅 マンション政策」
と入力して検索できます。

Ⅴ．国土交通省HPのご案内
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【 公益財団法人 マンション管理センター 大阪支部】

◇住所
〒５４１－００４２ 大阪市中央区今橋２－３－２１ 今橋藤浪ビル３階

◇電話番号
マンションの適正な管理についての相談等 ０６－４７０６－７５６０
定 休 日 土・日・祝・年末年始
受 付 時間 午前９：３０～午後５：００）

※面談相談 要予約
◇ホームページ

     https://www.mankan.or.jp

相談ダイヤル

62



END

ご清聴ありがとうございました
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memo
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